
（別紙） 

三沢市介護保険事業運営協議会 

１．日時  平成３０年２月２日（金） 午後１時３０分～午後３時 

２．場所  三沢市総合社会福祉センター ２階 研修室３・４ 

３．三沢市介護保険事業運営協議会委員（敬称略・五十音順） 

（１）出席者（１１名） 

伊澤 タネ（三沢市民生委員児童委員協議会副会長） 

伊藤 博次（青森県薬剤師会 上十三支部長） 

大森 和子（三沢市老人クラブ連合会副会長） 

黒田 進二（社会福祉法人 三沢市社会福祉協議会会長） 

坂本 幸子（三沢市連合婦人会会長） 

橘  清子（三沢市ケアマネジャー連絡協議会会長） 

千葉 和子（三沢市保健協力会会長） 

沼田 弘子（三沢市日本赤十字奉仕団委員長） 

福田  敦（三沢地区医師会理事） 

武藤 一子（三沢市食生活改善推進委員会副会長） 

山木 昭秀（三沢市歯科医師会理事） 

（２）欠席者（２名） 

齊藤  淳（青森県老人福祉協会 上十三地区会長） 

吹越 幸子（青森県看護協会 上十三支部） 

 

 

４．事務局 

介護福祉課  部    長  田面木るり子 

課   長  寺 澤  寿 子 

課 長 補 佐  福 田  康 治 

包括支援係長  田 鎖  雅 子 

高齢福祉係長  蒔 田  裕 仁 

介護保険係長  沼 辺  千 恵 

認定給付係長  織 笠  真 也 

主   事  中 嶋  泰 史 

  



５．開催概要 

（１）開会 

 介護福祉課介護保険係主事により開会を宣言。 

齊藤委員、吹越委員から欠席の連絡があったことを報告した。 

（２）議  事 

 議長は会則により会長が務めた。 

 まず、事務局より、第７期介護保険事業計画のパブリックコメントの結果について、公

募意見等が無かったことを報告した。 

 続いて、議案１～３について、資料（第７期介護保険事業計画・素案最新版ほか）に沿

って、課長補佐、介護保険係長、認定給付係長により内容を説明した。 

議案①「第７期介護保険事業計画案について」 

 前回の会議で提示した計画素案から変更・追加された部分の説明を行った。 

○ 市の地域特性（10 頁） ・・・・・・・・・・（沼辺係長） 

○ 図表 所得段階見直し（19 頁）・・・・・・・・（  〃  ） 

○ 図表 所得段階別被保険者数の推計（20 頁）・・（  〃  ） 

○ 図表 ２号被保険者の疾病構成割合（22 頁）・・（  〃  ） 

○ 第３章 政策目標、推進施策（39～42 頁）・・・（福田補佐） 

○ 施設サービス（介護老人福祉施設）（93 頁）・・（  〃  ） 

○ ＰＤＣＡサイクルの推進（103 頁）・・・・・・（  〃  ） 

○ 第４期介護給付適正化計画（107～113 頁）・・（織笠係長） 

議案②「介護保険料額承認について」 

 介護保険係長より、第７期における介護保険料について、月額保険料額（案）の算出

に至る詳細について説明したのち、前回会議で承認された所得段階に合わせて計算した

各段階の保険料額（案）について説明した。 

議案③「三沢市指定居宅介護支援等の事業の基準等を定める条例について」 

 平成 30年度から、指定居宅介護支援事業所の指定権限が県から市に移管されるため、

その人員及び運営等を規定する条例案について、課長補佐より概要を説明した。 

（３）その他 

 その他として、多職種研修会（ごっちゃり研修会）の紹介のほか、認知症カフェ（おれ

んじカフェ）の開催状況の報告を行った。 

 また、第 1 回会議で橘委員から提案のあった、糖尿病等を患う高齢者に対する制限食

の配食について地域ケア会議で検討した内容を報告した。 

（４）閉会  



議事内容 

 

【議事①】 

事 務 局  （パブリックコメントの結果を報告、その後各担当から、「第７期介護保険事業計画・

素案」の変更点及び追加箇所について説明を行った。） 

会  長   108 頁の 65 歳以上の占める割合が三沢市 24％で青森県平均 30％より低い。一方で

一人当たりの介護給付費は三沢の方が大きい。これは 65 歳以上の高齢者が少ないから

一人当たりの給付が多く出せるということなのかと思う。三沢市はどんどん若い人を

受け入れて高齢者の人口割合を下げるようにすれば豊かな福祉が受けられるという、

魅力ある三沢にできるのではないかと思う。 

黒田委員   12 頁の日常生活圏域の地区割りについて非常に疑問な点がある。真ん中の白いとこ

ろは基地のエリアになると思うが、太平洋側の四川目・五川目のあたりは全部国有と

なり集団移転の跡地になっているわけだが、この部分で生活圏域が分断されている状

況になっているわけで、その特性はこの区分に考慮されてないのか、それとも考慮し

たうえでの地区割りになっているのか。また、北部地区・西部地区の分割の仕方が非

常に偏っているのではないか。集団移転の跡地にほとんど住宅はなくなっている。 

 それから西部地区が基地の南側北側と谷地頭のほうまで入っているが、これは高齢

化というところでは現実にバランスが取れていないのではないかと思うし、それから

谷地頭まで行くのに約 30 分かかるなど、距離的にも非常に離れている。北部地区の方

は集落が残っているので共通の圏域の形成ができていると思うが、そういった点でも、

もう少し考えてもいいのではないか。この圏域の区分は全部あとのことに影響が出て

くる。65 歳以上高齢者の関係にも影響が出るわけで、こういった区分に基づいて施策

を行なっていくとすれば問題であると思う。 

 資料は県平均との比較ということになっているが、県平均は限界集落とかもすべて

入っているわけで、三沢はどのような地域と比較したらよいのか考慮するべきである。

そのほうが我々にもわかるし市民もわかるのではないかと思うが、そういった点で疑

問の多い内容ではないかなと思う。 

会  長   地理的な区割りか、もともとこういった区割りになっていたのだろうと思うが、高

齢者の数がどうこうというわけでなく、これは従来あった区割りになるのか？ 

事 務 局   いわゆる日常生活圏域ですが、基本的には中学校学区を基準に分けるのが一般的で

あります。三沢の場合はそれを変形させておりまして、実情に応じて見直しをしてお

ります。図面上を見ると非常に入り組んでおり、一見、地域間に差があって、偏って

いるように感じられるのは確かですが、実際のところは、各町内の 65 歳以上高齢者の

人口を調べまして、4 つの圏域で高齢者数がだいたい同じくらいになるよう調整した



うえでの区分になっております。 

 それから、区分ごとに在宅介護支援センターがありますが、これら在宅介護にあた

る事業所の意見を聞きながら、どこまで担当範囲とするか決めております。例えば、

見ていただきますとわかるとおり南町が飛び地になっておりますが、これも在介事業

所の意見を聞いたうえで、あえてこのような形にしております。在宅介護の業務にあ

たる方々の利便性を考慮してこのような区割りとしていることをご理解いただきたい

と思います。 

会  長   サービスの拠点となるところとかを含めて、総合的に考慮して区割りをしていると

いうことですね。黒田委員の意見もあるので、地区については適宜、見直しなどの検

討をしてほしい。 

【議事②】 

事 務 局  （介護保険料の算出方法の詳細を説明。その後、新保険料額に基づく新 14 段階の各段

階保険料について説明を行った。） 

会  長   6,700 円という額が提示されましたが、前回はいくらですか？ 

事 務 局   5,969 円です。731 円の増額となります。 

会  長   これはやはり高齢化率が進んでいるということと、今説明のあったとおり、保険料

や公的負担などの収入と、払うべきと推計される介護給付費、また、被保険者の人数

割合等々の各要素を勘案し、さらに積み立てた基金を入れて、なんとかこの金額に抑

えてきているようです。700 円強の増額ということですが、皆さんいかがでしょうか？ 

 ちなみにこの 6,700 円という額は、青森県全体では高い方か、中間か、それとも低

い方か、どのくらいの順位なのか？ 

事 務 局   市町村名を伏せたうえで、12/22 時点で県が公表した結果一覧では、三沢市は 7,329

円という結果を出しており、県内 40 市町村中、上位 9番目でした。そのままでは市民

の理解は得られないと考え、この一覧の真ん中の数字が 6,700 円だったことから、そ

の金額に合わせて調整した経緯があります。 

会  長   いろいろ調整をしたうえでの金額ということだが、いずれにしても、高齢化率の上

昇や、利用者の健康状態によってずいぶん変わってくるので、介護保険事業をうまく

進めて健康増進など、なるべく医療行為に及ばないような健康づくりをしていけば、

個人当たりの介護給付も抑えられていくと思うので、ぜひそういった視点で介護保険

事業を見ていきたい。また、一人一人が健康増進に努めることが大事であるし、若い

人が流出しないよう市政の方も進めてほしい。6,700 円でちょうど真ん中あたりとい

うことであるが、大変納得のいく金額と思われるが皆さんいかがですか？（他の委員

からの異論なし）では、承認ということに決します。 



 

【議事③】 

事 務 局  （居宅介護支援事業所の指定に係る条例について、概要を説明。） 

会  長   もともとは県のほうで指定していたものを市町村が移管を受けるということで、事

業所自体は既存のものということですね。 

事 務 局   そうです。 

会  長   それでは、御承認いただけますか？（他の委員からの異論なし）では承認というこ

とで決します。 

【その他】 

事 務 局  （「多職種研修会」、「認知症カフェ」について説明。） 

会  長   この多職種研修会は、職種は関係なく出席できるものか？ 

事 務 局   そうです。申し込みは既に締め切りとなっています。 

会  長   医療側の人間は介護福祉の関係者との接点が非常に薄いので、こういうところに出

て互いに顔を合わせるというのは良い機会。いわゆる在宅介護で医療行為に及ぶとき

に、医療的には往診になるが、ケアマネやヘルパーなどの介護福祉側と連携するうえ

で、お互いに知っておくことは良いことだと思う。 

 また、終末期の迎え方の話について、癌の寝たきりで亡くなる人とか、呼吸が止ま

る等の神経系疾患で亡くなる人など、色々なケースバイケースの対応があり、いろん

な話が聞けると思うので皆さん楽しみになさったら良いのではないかと思います。 

事 務 局   1 回目の会議の際、橘委員から提案のありました、糖尿病で透析を受けている人で、

配食サービスを利用できない方に対し、塩分制限やカロリー制限などに対応した配食

ができないかという件についてですが、中学校単位で、施設に補助金を出すなどして

必要な人が食べにいけるような仕組みづくりを、単価のことも含め、検討してはどう

かということでありました。また、透析患者が増えることによる介護給付費や医療費

の増加を抑えるためにも、高齢者の食事の内容や質について、もっと検討すべきでは

ないかというご意見でした。 

 これについては、地域ケア推進会議において審査していただくという報告をしてお

りましたが、昨年 12/21 に、第 1回の地域ケア推進会議を開催し、本協議会からの提

案として提出したところ、健康推進課から情報提供があり、標準化死亡比という指標

で見た場合、糖尿病での死亡率について、三沢市の男性の場合、全国水準 100 に対し

300 と、糖尿病での死亡率がとても高く、また有病率も高いということでした。 



 地域ケア推進会議委員からは、糖尿病患者に占める高齢者の割合や、高齢者で食事

指導を受けている方の割合の分布を調べて、高齢者対策としてはどうかという意見や、

高齢者だけでなく早期に糖尿病対策を行う施策を作る必要があるのではないかなどの

意見があり、本件については、行政だけでなく医療保険介護の専門的視点からの検討

が必要ということで、引き続き検討事案となりました。 

会長     認知症の件について、視力の維持ということが大変重要で見えなくなると認知症の

進行も早まる。また、口腔衛生も重要で、歯が良くなると認知症も改善される。歯の

状態を良くして、食事をいかにきちんと採るか、薬の飲み残しの問題と合わせて、認

知症の改善のテーマとして考えたい。 

 これをもちまして本日の会議は終了とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

（※事務局より、本協議会の 29 年度の予定はすべて終了したことと、30 年度の予定は追って告知

することを事務連絡し、閉会した。） 


